
新発田市地域審議会委員名簿 資料　２

地区 役職 氏 名 備考

会長 藤田 加津榮

齋藤 吉夫

髙澤 榮松

髙田 直 　

矢島 敦子 　

内田 慶子  

副会長 石塚 正行

野口 政男

円山 干治  

櫻井 賢七

渡邉 金市 新任

阿部 幸雄 新任

　 石井 長年 　

魚野 政司 　

中山 博正 　

櫻井 二三代 　

宮川 京子 　

小林 豊男 　

　 中野 長角 　

渡邉 功

酒井 弘司

森山 俊一 　

松田 武子 　

平野 マリ子  平成２２年１０月２９日就任

平成２２年１０月２９日就任

平成２２年１０月２９日就任

平成２２年１０月２９日就任

平成２２年１０月２９日就任

平成２２年１０月２９日就任

平成２２年１０月２９日就任

平成２２年１０月２９日就任

平成２２年１０月２９日就任

平成２２年１０月２９日就任

紫
雲
寺

加
治
川

新
発
田

豊
浦

平成２２年１０月２９日就任

平成２２年１０月２９日就任

平成２２年１０月２９日就任

平成２２年１０月２９日就任

平成２２年１０月２９日就任

平成２２年１０月２９日就任

平成２２年１０月２９日就任

平成２２年１０月２９日就任

平成２２年１０月２９日就任

平成２２年１０月２９日就任

就任日

平成２２年１０月２９日就任

平成２２年１０月２９日就任

平成２２年１０月２９日就任

平成２２年１０月２９日就任



合併後調整することとした事項の調整の進捗状況                     資料３                         

1 

項  目 新発田市・豊浦町 
新発田市・紫雲寺町・ 

加治川村 
調整結果 

６ 地方税の取扱い 

１ 都市計画

税 

 
合併年度及びこれに続

く 3年度は現行どおりと
し、新市で調整する。 

 
新市で調整する。なお、合

併特例法第 10条第 1項の
規定により、合併年度及び

これに続く 3年度は現行の
とおりとする。 

（豊） 
H21.4から課税 
 
（紫加） 
H23.4から課税予定 

１１ 使用料・手数料の取扱い 

２ 

体育施設

及び公民

館の使用

料 

当分の間、現行どおりと

し、内容については新市

で調整する。 

当分の間、３市町村の現行

のとおりとし、内容につい

ては新市で調整する。 

 
（豊紫加） 
新たな公共料金について、平成 20年度に条

例制定し、平成 21年 1月～2月に住民説明会
を実施 
平成 21 年度は周知期間とし、平成 22 年度

から改定使用料完全適用し完了 
 

２０ 各種事務事業の取扱い 
（２） 福祉関係 

３ 
地域ふれ

あいルー

ム事業 

 
豊浦町の制度は、当分の

間、現行どおりとする。

合併後は、豊浦地区のふ

れあいルームの増設を

図り、新発田市の制度に

移行する。 
 

当分の間、３市町村の現行

のとおりとし、新市におい

て、ふれあいルーム増設の

方向で調整する。 

（豊紫加）調整中 

４ 

合併処理

浄化槽設

置費用補

助制度 

  
継続して実施する。ただし、

内容については、下水道整

備に係る計画の見直しに合

わせ、新市で調整する。 
 

（紫加） 
平成 22年 6月、補助制度を統一し完了 

５ 定期バス
運行事業 

  
当分の間、継続して実施す

る。ただし、内容について

は、新市で調整する。 
 

（紫加）調整中 

（４） 建設関係 

６ 公共下水
道使用料 

 
新発田市の制度を適用

する。ただし、豊浦町の

特定環境保全公共下水

道使用料については、当

分の間、現行の料金体系

とし、次期下水道使用料

の改定時までに合理的

な体系を検討する。 
 

 （豊）調整中 
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項目 新発田市・豊浦町 新発田市・紫雲寺町 
加治川村 調整結果 

（５） 教育関係   

７ 通学区域 

平成 15 年度は現行どお
りとし、合併後、新たに

通学区域審議会を設置

し、新市の通学区域の見

直しを行う。 
 

当分の間、現行のとおりと

する。ただし、合併後、新

たに通学区域審議会を設置

し、通学区域の見直しを行

う。 
 

 
（豊） 
通学区域審議会を開催し、平成 16年度から

次のとおり見直しを行い完了 
① 荒町の上端及び竹園町地域については、御
免町小学校及び第一中学校に学区を変更し

た。 
② 上中山の見城二区地域については、学区の
変更は行わず、学区外就学許可事由に合併

特例を加え、本田小学校及び豊浦中学校を

選択できるものとした。②の措置により、

今後合併によって通学区域界が隣接する他

の地域についても、同様の扱いとする。 
 
（紫加） 
平成 22年 3月、全市的な学区再編基本方針

が定まったことにより完了 
 

８ 冬期バス運
行事業  

平成 17 年度は現行のとお
りとし、平成 18年度以降は
新市で調整する。 
 

 
（紫加） 
地域の実情に基づいて実施してきており、運

行形態が地区ごとに異なるため、全市的なバス

運行のあり方を含めた形で検討。教育制度等検

討委員会で今後の通学支援の方向性について

検討し、ここでの提言を基本として市の通学支

援の方針が固まり、今後細部について調整し正

式策定する。 
 

９ 

 
紫雲寺町の

小学校交流

事業 
 

 当分の間、現行のとおりと

し、新市で調整する。 （紫加）調整中 



道路・
街路等

農業
基盤

河川
下水道・
農集排

学校
関係

その他 小計

完了済の事業 27 2 　 1 7 8 45 14 1 60

実施中の事業 21 9 8 5 11 12 66 1 67

特例期間内に実施す
る事業

8 4 1 3 1 17 17

特例期間後事業 9 2 2 13 　 13

他の事業により解消
見込みの事業

3 4 7 1 8

廃止 1 1 2 2

69 12 14 7 21 27 150 16 1 167合　　計

合併建設計画登載事業等の進捗状況一覧

投資的
経費
以外

建設
計画
以外

計

投資的経費事業

実施状況

区　　分
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国道４６０号交通安全事業（竹俣万代～天王）

国道460号道路整備事業

新栄町荒町線（新発田南バイパス）整備事業（国道
460号～290号）

主要地方道新発田津川線（五十公野バイパス）整備
事業

主要地方道新発田津川線（五十公野バイパス）整備
事業（県事業を市事業への変更）

主要地方道　住吉上館線整備事業

県道豊栄天王線整備事業

県道豊浦笹岡線整備事業

街路事業　西新発田五十公野線（本町工区）

県営広域営農団地農道整備事業（北蒲原東部地区）

県営広域関連農道整備事業（天王２期地区）

県営農村自然環境整備事業（豊栄地区）

まちづくり総合支援事業 街路事業（中央町緑町線
交流センター前工区・裁判所工区）

街路事業　西新発田五十公野線　（住吉工区）

街路・道路事業　五十公野公園荒町線（荒町～豊町）

市道改良事業（西新発田駅竹ヶ花線)

市道改良事業（本田線）

市道改良事業（松原線）

市道改良事業（荒屋敷線）

市道改良事業（戸板沢線）

市道改良事業（乙次下中ノ目竹ヶ花線）

市道改良事業（四島線）

【  合 併 建 設 計 画 登 載 事 業 の 進 捗 状 況  】

道 路 ・ 街 路 ・ 農 道 整 備 関 係 事 業 検　　討　　結　　果

事　　　　　　業　　　　　　名 完了済 実施中 期間内 期間後 説　　　　　明

○

　要　望

○

○

　要　望

○

○

○

○

　要　望

○

○

○

○

○

○

○

○

○

 
一部区間整備完了。その他区間の豊浦工
業団地の車輌通過⇒五十公野バイパス整
備で解消見込み

○

○

○

　 ○ 　
拡幅要望・広域農道整備で交通量減少⇒
待避所の設置で対応

●

※投資的経費事業
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市道改良事業（大月八万前新田線）

市道改良事業（下本田滝沢線）

市道改良事業（竹ヶ花表線）

市道改良事業（荒川線）

市道改良事業（豊浦工業団地豊町線）

市道改良事業（太斉荒町線）

市道改良事業（川崎中浦線）

消雪パイプ整備事業

市街地雨水排水整備事業

ふるさと農道緊急整備事業（下中ノ目西簔口線）

長堤十里加治川の桜みち整備事業

街路事業　本町中田町線（新井田工区）

街路事業　本町中田町線（大手町工区）

歩道整備事業（主要地方道新発田紫雲寺線）

道路整備事業（主要地方道新潟新発田村上線・紫雲
寺橋）

道路整備事業（県道次第浜新発田線）

道路整備事業（県道紫雲寺菅谷線）

広域営農団地農道整備事業（下越中部２期地区）

県営農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業
（苔実・北成田地区）

県営一般農道整備事業（大中島地区）

県営一般農道整備事業（見透川地区）

県単ふるさと農道緊急整備事業（長者舘地区）

街路事業　西新発田五十公野線（緑町工区）

街路事業　西新発田五十公野線（富塚工区）

道 路 ・ 街 路 ・ 農 道 整 備 関 係 事 業 検　　討　　結　　果

事　　　　　　業　　　　　　名 完了済 実施中 期間内 期間後 説　　　　　明

部分改修で対応

○
豊栄方面へはバイパス(農道)整備済。本田
小前の県道豊浦笹岡線を整備要望

● 　

○

○

五十公野バイパス、太斎荒町線整備で解消

○

○ ４路線整備済。残3路線は機械除雪で対応

○

代替道路として乙次下中ノ目竹ヶ花線の整
備を完了し解消

○

○

○

○

○

　要　望

○ 　要　望

○

●

○

　西部農道協議会で廃止決定

○ 　要　望

　要　望

○

○

○

　●
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道路事業　西新発田五十公野線（東豊工区）

街路事業　島潟荒町線（東新工区）

市道改良事業（中央町向中条線）

市道改良事業（復旧１号線）

市道改良事業（落堀川左岸線）

市道改良事業（河岸場二ツ山線）

市道改良事業（分水右岸線）

市道改良事業（診療所道線）

市道改良事業（中二ツ山道線）

市道改良事業（米子旧県道道線）

市道改良事業（小川１号線）

市道改良事業（二稲小路線）

市道改良事業（湖南下谷線）

市道改良事業（上草荷真野原線）

市道改良事業（上今泉向中条線）

市道改良事業（見透川左岸線）

市道改良事業（並松道線）

市道改良事業（分水右岸線[歩道整備]）

市道改良事業（中俵裏通金塚線）

市道改良事業（七葉小館野小路線）

水害対策事業　道路側溝整備（藤塚浜地区）

水害対策事業　道路側溝整備（金塚駅前地区）

新発田駅橋上化事業

道 路 ・ 街 路 ・ 農 道 整 備 関 係 事 業 検　　討　　結　　果

事　　　　　　業　　　　　　名 完了済 実施中 期間内 期間後 説　　　　　明

●

○

● 　

○

○

○

○

○

他に道路あり
交通量増加時に検討

○ 屋混みで拡幅無理。側溝中心に整備

○

○

○

交通量増加時点で検討

他に道路あり
交通量増加時に検討

交差点改良と集落内側溝を中心に整備

○

○

交通量増加時点で検討

●

○

○

○

○

● 　

○

●

● 　
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県営ほ場整備事業（太斎地区）

県営ほ場整備事業（三悠乙見江地区）

県営ほ場整備事業（佐々木南部郷地区）

経営体育成基盤整備事業（坂井川右岸地区）

経営体育成基盤整備事業（紫雲寺地区）

経営体育成基盤整備事業（紫雲寺２期地区）

経営体育成基盤整備事業（浅潟清潟地区）

経営体育成基盤整備事業（復興地区）

経営体育成基盤整備事業（中川地区）

経営体育成基盤整備事業（加治川地区）

経営体育成基盤整備事業（金塚地区）

かんがい排水事業（胎内川沿岸地区）

農　業　基　盤　整　備　関　係 検　　討　　結　　果

事　　　　　　業　　　　　　名 完了済 実施中 期間内 期間後 説　　　　　明

○

○

○

○

○

○

地元合意がまとまらず不成立

○

○

○

○

● 　
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一級河川太田川改修事業

一級河川福島潟改修事業

一級河川荒川川改修事業

県営湛水防除事業（新発田東部地区）

県営湛水防除事業（大沢地区）＜中江川改修＞

国営附帯県営かんがい排水（農地防災排水）事業（吹
切川）

国営附帯県営かんがい排水（農地防災排水）事業（奥
右衛門川）

地域用水環境整備事業（赤沼川周辺整備事業）

県営地域用水環境整備事業（加治川２期地区）

県営地域用水環境整備事業（阿房堀地区）

県営湛水防除事業（落堀川地区）

見透川河川改修事業

貝屋川（金山川）河川改修事業

金山川河川改修事業

公共下水道整備事業

特定環境保全公共下水道整備事業

農業集落排水整備事業（豊浦地区）

公共下水道事業（紫雲寺地区、加治川以西地区）

公共下水道事業（加治川地区）

農業集落排水事業（一般分合計）≪住田地区≫

し尿処理施設建設事業

河　　川　　整　　備　　関　　係 検　　討　　結　　果

事　　　　　　業　　　　　　名 完了済 実施中 期間内 期間後 説　　　　　明

○

○

　要　望

○

○

○

○

　要　望

　要　望○

羽越線跨線橋から西新発田土地区画道路
まで。整備延長を縮小

○

○

　要　望

○

○

○

○

　要　望

公 共 下 水 道・農 業 集 落 排 水 事 業 検　　討　　結　　果

○

事　　　　　　業　　　　　　名 完了済 実施中 期間内 期間後 説　　　　　明

○

○

万代地区・動木橋地区を公共下水道に振替
えて実施

○

○

○

○

○
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学校施設整備事業（東中学校）

学校施設整備事業（住吉小学校）

学校施設整備事業（豊浦中学校）

学校施設整備事業（荒橋小学校）

学校施設整備事業（天王小学校）

学校施設整備事業（本田小学校）

七葉小学校整備事業

紫雲寺中学校整備事業

加治川地区統合小学校整備事業

共同調理場再編整備事業（西）

共同調理場再編整備事業（紫雲寺）

共同調理場再編整備事業（五十公野）

共同調理場再編整備事業（七葉）

 五十公野小学校校舎、屋内体育館改築事業

 川東小学校校舎、屋内体育館改築事業

 佐々木小学校屋内体育館耐震補強事業

 猿橋中学校校舎耐震・大規模改修事業

 川東中学校屋内体育館改築事業

 七葉中学校校舎、武道場耐震補強事業

 佐々木中学校校舎、屋内体育館耐震補強事業

 加治川中学校校舎、屋内体育館耐震補強事業

学　校　関　係　整　備 検　　討　　結　　果

事　　　　　　業　　　　　　名 完了済 実施中 期間内 期間後 説　　　　　明

○

● 　

○

○

○

○

○

○

○

○

　 ○

○

● 　

○

● 　

　

● 　

● 　

●

● 　

○

● 　
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地域水産物供給基盤整備事業（特定）　【松塚漁港整
備】

漁港利用調整事業(フィッシャリｰナ整備事業)

紫雲寺記念公園整備事業

水道施設監視制御システム構築事業

送水管整備事業

老朽管更新事業

国史跡　奥山荘城館遺跡　金山城館遺跡整備事業

地域交流施設整備事業

加治川地区公民館改築事業

農村振興総合整備事業

加治・中倉地区統合保育園整備事業

西園保育園・ひまわり学園移転整備事業

まちづくり総合支援事業　高次都市施設（地域交流セ
ンター）

土地区画整理事業　新発田駅前

児童センター分館整備事業

都市公園（真木山中央公園）補完整備事業

親水公園整備事業

文化遺産活用住民交流施設整備事業（湖月閣）

そ の 他 の 合 併 建 設 計 画 登 載 事 業 検　　討　　結　　果

事　　　　　　業　　　　　　名 完了済 実施中 期間内 期間後 説　　　　　明

計画変更で実施

当面現状のまま

○

○

○

○

○

胎内市の整備手法や進捗状況を見ながら
調整

○

○

加治川庁舎活用。支所機能の中で実施

○

○

● 　

○

○

○

○

奥衛門川の整備で解消

○
計画は文化財復元でなく、交流施設。
まず入客増・知名度アップを図るべく、ソフト
事業に専念中
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観光案内板設置整備事業

有機資源循環対策事業

森林病害虫等防除事業・保全松林健全化整備事業
（松くい虫防除事業）

防災基盤整備事業(豊浦)

消防防災施設整備事業(紫雲寺・加治川)

保健センター整備事業

青少年研修施設整備事業

庁舎建設事業

県立病院移転跡地活用事業

そ の 他 の 合 併 建 設 計 画 登 載 事 業 検　　討　　結　　果

事　　　　　　業　　　　　　名 完了済 実施中 期間内 期間後 説　　　　　明

○

○

○

○

○

　 既存施設の活用で工夫

○

● 　

● 　
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行政評価システム構築事業（豊浦）

行政評価システム構築事業（紫雲寺・加治川）

総合情報化推進事業（戸籍事務コンピューター事業）

総合情報化推進事業（固定資産税地番･家屋現況図デジタル化事業）

総合情報化推進事業（電算基幹システムの構築、電子自治体構築事業）

総合情報化推進事業（国民健康保険システム統一事業）

総合情報化推進事業（乳幼児医療費助成システム統一事業）

総合情報化推進事業（事務移行準備経費）

行政事務統一化事業（庁舎改修・支所設置事業）

行政事務統一化事業（議場改修事業）

行政事務統一化事業（観光案内板設置事業）

行政事務統一化事業（非常備消防設備等の統一）

行政事務統一化事業（合併記念式典開催事業）

情報化推進事業

ホームページ改定事業

固定資産現況調査事業

紫雲の郷館整備事業

○

情報化推進事業と統合

○ 　

　

○ 　

○ 　

○ 　

○

○ 　

　

説　　　　　明

合併建設計画登載事業 検　　討　　結　　果

事　　　　　　業　　　　　　名 完了済 実施中 期間内 期間後

○ 　

○

○ 　

○ 　

○ 　

○

○

○ 　

合併建設計画以外の事業 検　　討　　結　　果

期間後 説　　　　　明

○

完了済 実施中 期間内事　　　　　　業　　　　　　名

※投資的経費以外の事業
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